
Q．どんなことをするの？

A．母子保健推進員や保健師などがご自宅で、赤ちゃんのことはもちろんのこと、

養育者の皆様の体調などについてお伺いさせていただきます。

また、育児に関する相談相手となったり、子育てに関する情報提供なども

行います。

Q． 訪問はいつ頃にあるの？

A． 赤ちゃんが生後４か月を迎えるまでに訪問させていただきます。

「赤ちゃんセット申請書」に連絡先として記載していただいた電話番号に、

母子保健推進員や保健師などが連絡しますので、ご都合のよいお日にちを

お知らせください。

Q． 訪問の連絡はどこからあるの？

A．「赤ちゃんセット」の申請書類の内容をもとに、母子保健推進員は個人

の電話（携帯電話または固定電話）から、保健師は松山市保健所や保健

センター分室（南部分室・北条分室・中島分室）から連絡します。

～赤ちゃんがお生まれになった、すべてのご家庭を訪問します～

（問い合わせ先） すくすく支援課 こんにちは赤ちゃん訪問担当

松山市萱町６丁目３０番地５ 松山市保健所１階

TEL ０８９－９１１－１８２１ FAX ０８９－９２５－０２３０

注意！！

保健所や市役所からの家庭訪問をよそおい、

訪問セールスを行う業者がいるようです。

※松山市母子保健推進員などは、必ず資格証を

携帯しています。

※不信な電話や、ご不明な点がございましたら、

下記担当までお問い合わせください。

ご出産おめでとうございます。

これからの子育てを応援するために、赤ちゃんがいるすべての

ご家庭を、母子保健推進員（裏面参照）などが訪問しています。


